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広域水道常任委員会記録

１ 開 催 日 時  平成２９年１１月１７日（金）

        １４時４５分～１７時００分

２ 開 会 場 所  第３委員会室

３ 出 席 者  委 員 長  国 吉 一 夫   副委員長 矢島 真知子

         委  員  久保寺 邦夫   委  員  てらさき雄介

委  員  古 川 直 季  委  員  加 納 重 雄

委  員  花上 喜代志   委  員  浅 野 文 直

委  員  かわの 忠正

４ 欠 席 者  委  員  織 田  勝 久

５ 委員外議員 議  長  佐 藤 祐 文

６ 議事説明者  企 業 長  吉 川 伸 治   副企業長  土 井 一 成

         総務部長  平部 眞公十    技術部長  佐 藤 正 志

   ほか関係職員

７ 事務局職員  事務局長  菱 山 直 樹   ほか書記３名

８ 議事日程   

第１ 付託事件の審査

  議案第５号 平成 28 年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計

における利益の処分について

報告第１号 専決処分について承認を求めること（工事請負契約の解除に伴

う損害賠償額の決定について）

報告第２号 専決処分について承認を求めること（平成 29 年度神奈川県内

広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第２号））

認定第１号 平成 28 年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業決算

の認定について

第２ 業務状況関係の調査
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○国吉委員長 ただいまから広域水道常任委員会を開会いたします。

本日は、所用によりまして、織田勝久委員が欠席されておりますので、ご了承願います。

これより、日程第１、付託事件の審査及び日程第２、業務状況関係の調査を行います。

おはかりいたします。

私、委員長といたしましては、日程第１及び日程第２について一括して当局から説明を聴取し、

その後、質疑を行って、資料要求があれば委員会として当局に要求した後、閉会し、次回11月24

日に再度質疑を行い、日程第１については採決と考えておりますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○国吉委員長 ご異議がないようでありますので、そのように決定させていただきます。

これより、日程第１、付託事件の審査を行います。

議案第５号 平成28年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計における利益の処分

について、報告第１号 専決処分について承認を求めること（工事請負契約の解除に伴う損害賠

償額の決定について）、報告第２号 専決処分について承認を求めること（平成29年度神奈川県

内広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第２号））、認定第１号 平成28年度神奈川

県内広域水道企業団水道用水供給事業決算の認定について、これを一括して議題といたします。

なお、今後の当委員会での当局の説明は、着席したままで行っていただきたいと思います。

それでは、当局の説明をお願いいたします。

平部総務部長。

○平部総務部長 それでは、着座にて失礼いたします。

初めに、右肩に７と振ってございます広域水道常任委員会資料（議案関係）をごらんください。

表紙をめくりまして、１ページをごらんください。

議案第５号 平成28年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計における利益の処分

についてでございます。

中ほどの提案理由でございますが、平成28年度決算におきまして、52億2,932万余円の未処分利

益剰余金を計上したため、その処分について提案するものでございます。

次に、提案の内容でございますが、利益剰余金の処分方法は減債積立金の取り崩しにより生じ

ました36億4,661万余円につきましては、自己資本金へ組み入れ、残余の15億8,270万余円につき

ましては、翌年度以降の企業債償還の補塡財源として、減債積立金に積み立てることとするもの

でございます。

次に、２ページをお開きください。
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報告第１号 専決処分について承認を求めること（工事請負契約の解除に伴う損害賠償額の決

定について）でございます。

専決処分は、相模原ポンプ場ポンプ室天井材撤去工事の契約解除に伴う損害賠償額の決定につ

きましては急施を要したことから、地方自治法第179条第１項の規定を適用し、損害賠償額を

3,369万7,080円として、平成29年９月29日に行ったものであり、同条第３項の規定により報告す

るものでございます。

その内容としましては、平成29年７月に発生した相模原ポンプ場導水ポンプ故障による事故に

伴い、焼損した電動機の工場修理を行うため、施設内から搬出することが必要となったため、同

施設内で施行中の相模原ポンプ場ポンプ室天井材撤去工事で設置していた足場を解体撤去し、平

成29年９月19日に契約解除したことから、その費用の支払いを速やかに請負人に対して行うべく、

損害賠償額を９月29日に決定したものでございます。

次に、３ページをごらんください。

報告第２号 専決処分について承認を求めること（平成29年度神奈川県内広域水道企業団水道

用水供給事業会計補正予算（第２号））でございます。

専決処分は、相模原ポンプ場ポンプ室天井材撤去工事の契約解除による損害賠償額の決定に伴

い、工事費（固定資産撤去費）の減額、消費税及び地方消費税の増額及び損害賠償金（その他雑

支出）の増額に係る補正予算について、急施を要したことから、地方自治法第179条第１項の規定

を適用し、平成29年９月29日に行ったものであり、同条第３項の規定により報告するものでござ

います。

その内容としましては、（２）のとおり、収益的支出について、2,013万2,000円減額するもの

であり、その内訳は営業費用のうち、資産減耗費、固定資産撤去費で5,813万7,000円減額、営業

外費用のうち、消費税及び地方消費税で430万7,000円増額、その他雑支出で3,369万8,000円増額

となっております。

また、専決処分後の予算規模としましては、（３）の表のとおり、補正予算第２号により、収

益的支出において2,013万2,000円減額することから、693億6,397万円となっております。

次に、４ページをお開きください。

（４）資金収支でございますが、補正後の累積資金残高は当初予算と比べて、2,013万余円増額

の53億5,299万余円を予定しております。これは今回の補正により、支出総額が減少したことによ

るものでございます。

次に、認定第１号 平成28年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業決算の認定につい
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ての説明でございます。

右肩に８と振ってございます広域水道常任委員会資料（決算関係）をごらんください。

おめくりください。平成28年度決算の概要でございます。

表紙をおめくりください。左のページに目次がございますが、内容としましては、１ 概況から

９ 財政計画との比較までと、参考として平成28年度資金不足比率となっております。

まず、１ページをごらんください。１ 概況でございます。

平成28年度につきましては、かながわの水道用水供給ビジョンの施策実現のため策定しました

新たな事業計画及び財政計画の初年度でありまして、構成団体の受水費負担軽減を図るため、平

均7.9％の料金引き下げを行った厳しい財政状況の中、事業計画に掲げた老朽化対策や耐震化事業

等の施策を着実に実施いたしました。

まず、水道用水の効率的な安定供給への取り組みとしまして、老朽施設の計画的な修繕及び更

新・改良を進め、綾瀬浄水場監視制御設備更新工事や小雀局無線通信設備更新工事を施工したほ

か、西長沢浄水場ほか３浄水場の排水処理設備の修繕工事等を実施いたしました。

また、管路保全対策としまして、大規模地震等による主要管路の漏水時の早期復旧のため、内

径1,350ミリメートル鋼管継手用バンド等の災害用貯蔵品を整備いたしました。

次に、災害や事故に強い広域水道を実現するための取り組みとしまして、大規模地震等による

災害発生時においても安定供給体制を確立するため、施設耐震化事業基本計画に掲げた主要施設

の耐震化率100％を目標に、供給停止による影響度の高い小雀、朝比奈の各調整池、西長沢浄水場

浄水池、相模原浄水場沈でん池及び調整池等の耐震補強工事を実施いたしました。

さらに、危機管理対策としまして、停電時においても確実な電源確保を可能とするため、西長

沢及び相模原浄水場の非常用発電設備をガスタービン化する更新工事を実施いたしました。

次に、収益的収支の決算状況でございますが、収益的収入につきましては、年間総供給水量が

予定供給水量を下回ったことなどにより、給水料金等による営業収益及び営業外収益を合わせた

収入は460億2,513万余円となり、予算対比で１億8,662万余円の減収となりました。

一方、収益的支出につきまして、営業費用において職員費や生産コストを中心に執行が抑制さ

れたことから、企業債利息等の営業外費用を合わせた支出が444億551万余円となりました。その

結果、消費税資本的収支調整額等を控除した当年度純利益につきましては、９億9,605万余円と予

算対比で15億8,270万余円の改善となり、当初予算で見込んでおりました欠損を解消いたしました。

また、資本的収支につきましては、収入が企業債、補助金及び出資金で59億1,699万余円、支出

が一般建設改良費、企業債償還金及び国庫補助金返還金で268億3,139万余円を計上し、差し引き
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209億1,439万余円の不足となりましたが、この不足分につきましては、損益勘定留保資金等で補

塡いたしました。

次に、２ページをお開きください。２ 用水供給業務でございます。

まず、上の表、供給水量内訳（対予算）をごらんください。

予算対比としましては、平成28年度の年間総供給水量は４億9,505万余立方メートルの予定供給

水量に対し、実績は４億8,509万余立方メートルで、996万余立方メートル、率にして2.0％の減少

となっております。

次に、下の表、供給水量内訳（対前年度）をごらんください。

前年度対比としましては、平成28年度の年間総供給水量４億8,509万余立方メートルに対し、平

成27年度の年間総供給水量は５億670万余立方メートルで、2,160万余立方メートル、率にして

4.3％の減少となっております。これは、構成団体における需要が減少したことにより、供給水量

が減少したものでございます。

３ページをごらんください。

上のグラフは、各構成団体給水量に占める企業団平成28年度供給水量の割合について示したも

のでございます。

平成28年度の割合としましては、神奈川県が54.4％、横浜市が47.9％、川崎市が48.2％、横須

賀市が29.2％となっております。

また、下のグラフは、構成団体給水量合計に占める企業団供給水量の割合の推移（年度別）に

ついて示したものでございます。

年度別の推移としましては、少しずつ低下している傾向であり、平成28年度は49.0％となって

おります。

次に、４ページをお開きください。３ 予算との比較（税込）でございます。

まず、（１）収益的収入及び支出でございますが、５ページの表をごらんください。

表の最上段の収益的収入につきましては、予算額462億1,176万余円に対し、決算額460億2,513

万余円で、１億8,662万余円の減少となっております。

減少の主な要因としましては、各構成団体への用水供給水量の減により用水供給料金が減少し

たことによるものでございます。

次に、表の中段の収益的支出につきましては、予算額461億7,099万余円に対し、決算額444億

551万余円で、17億6,548万余円が不用額となっております。

不用額を生じた主な要因としましては、原油価格の下落による動力費の減や台風等の大きな自
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然災害がなく水源水質が良好であったことから、浄水処理薬品費が減少したことなど、生産コス

トを中心に費用が減少したことによるものでございます。

この結果、表の最下段の損益につきましては、予算額では５億8,665万余円の欠損を見込んでお

りましたが、15億8,270万余円改善し、決算額では９億9,600万余円の純利益となっております。

次に、６ページをお開きください。

（２）資本的収入及び支出でございますが、下の表をごらんください。

表の最上段の資本的収入につきましては、予算額61億854万余円に対し、決算額59億1,699万余

円で、１億9,154万余円の減少となっております。

減少の主な要因としましては、施設耐震化事業に係る国庫補助金要望額が全額受け入れられな

かったため、補助金が減となったことによるものでございます。

次に、表の中段の資本的支出につきましては、予算額269億2,253万余円に対し、決算額268億

3,139万余円で、9,114万余円が不用額となっております。

不用額を生じた主な要因としましては、一般建設改良費のうち、施設更新等整備事業費が減と

なったこと等によるものでございます。

この結果、表の最下段の資本的収支差額につきましては、予算額では208億1,399万余円のマイ

ナスと見込んでおりましたが、マイナス額は１億40万余円増加し、決算額では209億1,439万余円

のマイナスとなっております。

なお、このマイナス額、すなわち資本的収入額が資本的支出額に不足する額につきましては、

過年度分損益勘定留保資金等で補塡しております。

次に、７ページをごらんください。（３）資金収支内訳でございます。

資金収支につきましては、下の表にございますように、予算額では損益において５億8,665万余

円の欠損を見込んでいたため、平成28年度末の累積資金残高を68億8,090万余円と予定しておりま

したが、決算額では欠損を解消した結果、累積資金残高は14億7,668万余円増加して、83億5,759

万余円となっております。

次に、８ページをお開きください。４ 前年度決算との比較（税込）でございます。

（１）収益的収入及び支出でございますが、９ページの表をごらんください。

まず、収入でございます。表の最上段の収益的収入につきましては、平成28年度は460億2,513

万余円で、平成27年度の496億956万余円に対し、35億8,442万余円の減少となっております。

減少の主な要因としましては、構成団体の受水費軽減を図るために実施した平均7.9％の料金引

き下げ改定により用水供給料金が減となったことによるものでございます。
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次に、表の中段の収益的支出につきましては、平成28年度は444億551万余円で、平成27年度の

447億8,317万余円に対し、３億7,766万余円の減少となっております。

減少の主な要因としましては、機械及び装置に係る償却額が増加となったものの、これを上回

り動力費や支払利息等が減となったことによるものでございます。

その結果、表の最下段の損益につきましては、平成28年の純利益は９億9,605万余円で、平成27

年度の純利益42億3,326万余円に対し、32億3,721万余円減少しております。

次に、10ページをお開きください。

上は年度別人員の推移を示したグラフでございます。

グラフ上の太字の数字は再任用職員を含む職員数、括弧内の数字は再任用短時間勤務職員数で、

内数となっております。再任用職員を含む職員数につきましては、平成24年度の391人から平成28

年度の358人へと減少しております。

下は人件費（給料、手当等）の推移を示したグラフ、表でございます。

給料、手当等の合計は、平成24年度の24億9,727万余円から、平成28年度の21億8,941万余円へ

と減少しております。

次に、11ページをごらんください。

（２）資本的収入及び支出でございますが、下の表をごらんください。

表の最上段の資本的収入につきましては、平成28年度は59億1,699万余円で、平成27年度の56億

8,461万余円に対し、２億3,238万余円の増加となっております。これは、起債対象事業に係る企

業債の充当率を50％から65％引き上げたことで、企業債収入が増加したことによるものでござい

ます。

次に、表の中段の資本的支出につきましては、平成28年度は268億3,139万余円で、平成27年度

の278億7,942万余円に対し、10億4,803万余円の減少となっております。これは、一般建設改良費

の減及び企業債残高の逓減による企業債償還金の減によるものでございます。

この結果、表の最下段の資本的収支差額につきましては、平成28年度は209億1,439万余円のマ

イナスで、平成27年度の221億9,482万円のマイナスに対し、12億8,042万余円増加しております。

次に、12ページをお開きください。５ 建設改良事業の内訳（税込）でございます。

（１）一般建設改良費でございますが、下の表をごらんください。

一般建設改良費の総額につきましては、表の最下段の計欄にありますように、平成28年度は86

億2,856万余円で、平成27年度の91億7,073万余円に対し、５億4,216万余円の減少となっておりま

す。
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一般建設改良費のうち、施設更新計画事業費につきましては、５か年事業計画に基づく工事と

して、平成28年度は81億1,085万余円を執行しております。

主な工事としましては、導水施設関係で社家ポンプ場監視制御設備改良工事、浄水施設関係で

綾瀬浄水場薬品注入設備更新工事、送水施設関係で綾瀬浄水場送水ポンプ場制御設備改良工事、

危機管理関係で相模原浄水場非常用発電設備更新工事、耐震化対策関係で小雀調整池耐震補強工

事などでございます。

表の中段の施設負担金につきましては、三保ダム関連の施設整備で、２億1,224万余円を負担し

ております。

13ページには、一般建設改良費財源内訳（前年度比較）の表、一般建設改良費の推移（年度

別）のグラフ、表を示しておりますので、ご確認ください。

次に、14ページをお開きください。６ 企業債償還金でございます。

上の表、企業債償還金（前年度比較）の計欄をごらんください。

平成28年度の企業債償還金は181億7,557万余円で、平成27年度の187億３万余円に対し、５億

2,446万余円の減少となっております。

次に、下の表、企業債残高（前年度比較）の計欄をごらんください。

平成28年度末の企業債残高は1,468億2,224万余円で、平成27年度末の残高1,604億3,481万余円

から136億1,257万余円減少しております。

15ページには、企業債償還金の推移（年度別）及び企業債残高の推移（年度別）のグラフ、表

を示しておりますので、ご確認ください。

次に、16ページをお開きください。７ 損益計算書でございます。

下の表をごらんください。

まず、営業収益につきましては、構成団体の受水費負担軽減を図るため、平均で7.9％の料金引

き下げ改定を実施したこと等により、対前年度比で33億754万余円減少し、387億2,974万余円とな

っております。

一方、営業費用につきましては、平成27年度に取得した機械設備の減価償却費が増加したこと

と等により、対前年度比で５億8,126万余円増加し、378億5,367万余円となっております。

この結果、営業利益につきましては、対前年度比で38億8,880万余円減少し、８億7,606万余円

となっております。

次に、営業外収益につきましては、前年度と同水準の41億9,405万余円となっており、また営業

外費用につきましては、企業債残高の逓減に伴う支払利息等の減により、対前年度比で６億90万
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余円減少し、40億7,406万余円となっております。

この結果、経常利益につきましては、対前年度比33億６万余円減の９億9,605万余円、当年度純

利益につきましては、対前年度比32億3,721万余円減の９億9,605万余円となっております。

なお、未処分利益剰余金につきましては、対前年度比４億3,385万余円減の52億2,932万余円と

なっております。

次に、17ページをごらんください。８ 貸借対照表でございます。

下の表をごらんください。

主なものを説明いたしますと、まず固定資産につきましては、新たな資産の取得による増額よ

りも減価償却による減額が上回ったことにより、対前年度比で142億761万余円減少しております。

次に、流動資産につきましては、対前年度比で７億3,050万余円減少しましたが、これは主に預

金の減によるものでございます。

固定負債につきましては、対前年度比で132億7,486万余円減少しておりますが、これは企業債

の償還が進んだことによるものでございます。

また、繰延収益につきましては、対前年度比で37億5,309万余円減少しておりますが、これは国

庫補助金などの長期前受金の増加よりも、国庫補助金充当資産の減価償却による減少が大きく上

回ったことによるものでございます。

次に、18ページをお開きください。

９ 財政計画との比較でございますが、下の表をごらんください。

この表は平成28年度の財政計画額と決算額とを比較しておりますが、まず損益につきましては、

財政計画では１億7,428万余円の純利益を見込んでおりましたが、決算では８億2,176万余円増加

し、９億9,605万余円の純利益となっております。

これは収入の減少を上回る支出の減少により生じたものでございますが、具体的には収入にお

いて用水供給量の減少により、料金収入が減となった一方で、支出においては減価償却費が増と

なったものの、原油価格の下落や河川環境を悪化させる台風等の大きな自然災害がなかったこと

などにより、動力費、薬品費等の生産コストが大きく減少したことによるものでございます。

次に、累積資金過不足額につきましては、財政計画では43億2,960万余円と見込んでおりました

が、決算では40億2,798万余円増加し、83億5,759万余円となっております。なお、平成29年度以

降の累積資金不足額につきましては、減少していくことを見込んでおります。

以上が平成28年度決算の概要説明でございますが、続きまして、19ページの平成28年度資金不

足比率につきまして説明いたします。
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中段より少し下の地方公共団体の財政の健全化に関する法律の第22条第１項の規定にあります

ように、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととなっております。

平成28年度につきましては、表にありますように流動負債は61億7,099万余円、流動資産は172

億451万余円と、流動資産が流動負債を110億3,352万余円上回り、資金剰余となっております。し

たがいまして、資金不足比率を算定すべき資金不足は生じておりません。

説明は以上でございます。

○国吉委員長 以上で説明が終わりました。

引き続き、日程第２、業務状況関係の調査を行います。

平部総務部長。

○平部総務部長 申し上げます。

本日、お手元に配付してあります資料のほかに、追加して説明いたしたい案件がございますの

で、追加の資料を配付してよろしいでしょうか。

○国吉委員長 ただいま、平部部長より追加資料の配付についての発言がありました。

この件については、配付を許可いたします。

（資料配付）

○国吉委員長 それでは、業務状況並びに追加資料について、当局の説明をお願いいたします。

佐藤技術部長。

○佐藤技術部長 それでは、右肩９番の資料をごらんください。

１枚おめくりいただき、目次をごらんください。

目次で、１番から４番までにつきまして私から、それから５番から７番については平部部長か

らで、今お配りしました資料について再び私からご説明するようにいたします。

それでは、１ページからご説明いたします。１ 平成29年度上半期における供給水量の実績につ

いてでございます。

（１）供給水量の実績でございます。

平成29年度上半期における供給水量の実績は、２億5,115万9,700立方メートルを見込みました

が、供給水量の実績は1.1％増の２億5,381万3,730立方メートルとなっております。

また、上半期における１日最大供給水量は、平成29年４月16日に記録いたしました155万9,160

立方メートルでございまして、１日平均供給水量は138万6,960立方メートルでございました。

なお、構成団体別の供給水量実績は次の表のとおりとなっておりますので、ご確認いただきた
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いと思います。

次に、（２）洪水警戒体制でございます。

河川の洪水時に当たりましては、横浜地方気象台から小田原市内にございます飯泉、及び海老

名市内にございます社家の両取水管理事務所の所在地域に対しまして、降雨に関する注意報、ま

たは警報が発せられた場合や堰への流入量等に応じまして、３区分の警戒体制をもって対応をし

ております。

平成29年度上半期の配備実績は次の表となっておりますので、ご確認いただきたいと思います。

ページをおめくりください。２ 平成29年度上半期における主な工事等の施工状況についてでご

ざいます。

平成29年度は、引き続き構成団体への安定供給体制の強化を図るため、老朽化対策及び耐震化

事業に重点的に取り組むことといたしまして、施設更新計画事業予算等として、54億5,456万余円

を計上しております。

平成29年度上半期までに発注し施工中の主な工事等は次の表に記載をしております。

老朽化対策といたしましては、相模原浄水場第３ブロック急速ろ過池２号地等改良工事など、

耐震化対策といたしましては、西長沢浄水場ろ過池耐震補強工事などでございます。

その下の表は、平成29年度上半期の契約状況を一覧にしてお示しをしております。

工事請負契約全86件について、契約率95.3％でございまして、このうち一般競争入札による契

約61件、契約率93.4％、随意契約25件、契約率98.8％でございました。

次のページに移ります。３ 事業計画の取組状況についてでございます。

かながわの水道用水供給ビジョン27年度フォローアップ版に掲げる施策を実現するため、計画

期間が平成28年度から32年度までの事業計画において、水道用水の品質向上、老朽化対策、管路

保全、耐震化事業及び危機管理対策といった具体的な事業を掲げて、工事等を施工しております。

平成29年度につきましては、５年間の総事業費418億円の約17.5％に当たる約73億円の執行に向

けまして、各事業を進めております。

なお、施設耐震化事業基本計画に対する主要施設の耐震化率は、平成29年度末時点で浄水施設

32.9％、送水施設47.3％、ポンプ場90.9％、管路は耐震適合率が89.0％になる見込みとしており

ます。

下の表には事業計画の中で、平成29年度中に取り組んでおります主な内容を記載をしておりま

す。後ほどご確認いただきたいと思います。

ページをおめくりください。４ 相模原ポンプ場導水ポンプ故障に伴う事故対応についてご説明
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いたします。

（１）導水ポンプの故障の状況と緊急導水の実施でございます。

７月16日、19日に相模原ポンプ場において、導水ポンプの電動機の一部であるスリップリング

がそれぞれ１台焼損し、また29日には、３台目の導水ポンプが電気設備の故障により緊急停止い

たしました。

導水ポンプが３台故障し、運転できるポンプが１台のみとなったため、西長沢浄水場への水量

が不足することから、７月29日から８月３日までの間、構成団体等の協力のもと、緊急導水を実

施をいたしました。

（２）故障原因の究明に向けた調査でございます。

導水ポンプが緊急停止をした後、製造メーカーによる次のような調査を実施をいたしました。

１つはスリップリングから電気を流すためのブラシという機器の温度調査でございます。もう

一つはポンプの水量をコントロールするためのセルビウス装置に流れる電流調査でございます。

またさらに、企業団におきましても、私、技術部長を座長とする調査チームを８月24日付で設

置をいたしまして、原因究明と再発防止等に向けた調査及び検討を行いました。

（３）調査結果でございます。

ア「スリップリング」の焼損について。

調査の結果、ブラシの温度が最大で139度まで上昇しており、ブラシの製造メーカーが性能を保

証する値の130度を超過していることがわかりました。

また、過度の温度上昇によりブラシが膨張し、下の図１に示しますブラシの収納ケースとこの

ブラシが固着をいたしましたことで、スリップリングとブラシの間にすき間が生じまして、火花

が発生して焼損したことがわかりました。

この原因は、ブラシの材質選定に誤りがあり、現状のポンプの運用には適さない材質のブラシ

を選定したことによるものでございます。

続いて、イ 電気設備の故障について。

電気設備については、流れる電流値の波形を確認したところ、設計時の想定より大きな電流が

流れていることが確認できまして、これも図２に示す装置２を保護するためのヒューズの熱疲労

と劣化が徐々に進行いたしまして、溶断いたしましたことがわかりました。

この原因は、ヒューズの容量検討に誤りがあり、装置に適さないヒューズを選定したことによ

るものでございます。

（４）現状と今後の対応でございます。
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現在は、焼損した２台のポンプのうち１台が仮復旧し、また、電気設備が故障したポンプの仮

復旧が完了しており、３台のポンプが稼働できる状態でございます。

再発防止に向け、次のような対応を12月までに完了させ、ポンプ４台の体制に戻してまいりま

す。

まず、焼損した２台のポンプはスリップリングを新たに製作、交換いたします。次にスリップ

リングのカバーに設置されている換気装置をポンプ４台とも改造いたしまして、ブラシの冷却効

率を高めます。また、ブラシは発熱が少なく運用に適した材質のものにポンプ４台とも変更して

まいります。最後に、セルビウス装置のヒューズにつきましては、容量の大きい仕様にポンプ４

台とも交換してまいります。

今後は、再発防止に努めますとともに、故障に関する費用等の負担について、製造メーカーと

協議を進めてまいります。

下の図は、本件の経緯と予定を時系列でお示ししたものでございます。

大変恐縮ですが、１カ所間違いがございますので、訂正をお願をいたします。

図の最下段の中央にちょっと小さいのですけれども、調査チームによる検討（５回）と記載が

あると思いますけれども、ここを６回と、５回から６回と訂正をさせていただきます。

私から以上でございます。

○国吉委員長 平部総務部長。

○平部総務部長 それでは、引き続き説明を申し上げます。

めくっていただきまして、５ サービス会社のあり方等に関する答申を踏まえた取組みについて

でございます。

企業団は、有識者から成る神奈川広域水道サービス株式会社将来構想検討委員会の答申を受け、

民間出資者の出資目的や経営参画等、サービス会社の事業展開の方向等を十分考慮した上で、

（１）神奈川広域水道サービス株式会社のあり方と（２）丹沢荘のあり方について、それぞれ次

のとおり取り組むこととしております。

（１）神奈川広域水道サービス株式会社のあり方についてでございます。

まず、① 答申の提案内容でございます。

答申では、サービス会社の自立化に向けた経営改革を早期に実施すべきという判断とともに、

その自立化の意義と自立化のために必要な具体的方策について、次のとおり提案がありました。

提案１ 財政的な自立を図ること。

方策、企業団業務を中心とする受託のあり方から、他水道事業体等の業務の受注拡大へ。
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提案２ 組織的な自立を図ること。

方策① 民間出資者主体の経営に向けた役員構成への変更と代表取締役の選任。

方策② 民間出資者主体の経営計画の策定。

方策③ 民間出資者主体の人材の確保と育成。

提案３ 資本的な自立を図ること。

方策、民間出資者主体の経営にふさわしい出資比率への変更。

② 答申を踏まえた企業団の考え方等。

企業団は答申の提案事項を受け入れ、サービス会社の自立化を促進するため、会社の経営のあ

り方、事業の方向性などについて、民間出資者と鋭意、協議を進めております。

また、企業団は、自立化の促進に当たって、企業団が主体となってサービス会社を設立運営し

た経緯を踏まえるとともに、今後サービス会社が事業展開していく中で、安全で安定的な水道事

業サービスを提供することや、災害時などのリスクに対しても責任ある役割を果たすことなど、

一定の公共性を確保する必要があることから、その方策についても検討しております。

今後はこうした協議や検討を進め、当該状況を企業団議会と構成団体へ報告し、ご意見を頂戴

しながら、具体的な方針を早期に決定してまいります。

次に、７ページ、（２）丹沢荘のあり方についてでございます。

① 答申の提案内容。

答申では、丹沢荘の水没地権者の里帰り施設（水源地対策）及び企業団の宿泊研修所としての

役割が低下している一方で、地域振興という面で一定の役割を担っているという認識のもと、丹

沢荘を地元の地域振興施設として、できる限り存続させるための具体的方策について、次のとお

り提案がありました。

提案１ 地元（町、観光協会及び旅館組合）との連携・協力による地域振興。

方策、地域振興は中川温泉や丹沢など地域の関係者が連携・協力して取り組むべき。

提案２ 丹沢荘における経営改善などに向けた取組み。

方策① 丹沢荘が単独でできる宿泊者数の増加に向けた取組み。

方策② 宿泊料金の再考。

方策③ 利用者ニーズへの対応。

提案３ 宿泊施設の経営手法と投資能力を有する者への譲渡など。

方策、丹沢荘の設立経緯から、地元や地域振興に資する利用を考え、適切な譲渡先を探してい

くことが必要。
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② 答申を踏まえた企業団の考え方等。

企業団は答申の提案事項を受け入れ、サービス会社を通じて地元関係者とともに宿泊施設の割

引チラシを配布するなどの地域振興を行ったほか、丹沢荘においてはホームページと大広間のリ

ニューアル、他旅館並みの料金設定、職員約20％、一般利用約10％の料金値上げを行うなどの取

り組みを進めています。

また、企業団は丹沢荘をできる限り宿泊施設として存続させることを前提として、宿泊施設の

経営、投資能力を有する者に譲渡するため、譲渡に向けた不動産鑑定評価を実施し、その結果を

踏まえて検討しております。

今後は、引き続き地域振興に資する取り組みとともに、関係者と譲渡に向けた協議を進め、当

該状況を企業団議会と構成団体へ報告し、ご意見を頂戴しながら、具体的な方針を早期に決定し

てまいります。

おめくりください。６ 経営戦略について。

（１）経営戦略の概要でございます。

経営戦略は、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくことを目的とした中長期

的な経営計画であり、総務省は平成26年８月に水道事業をはじめとした全ての公営企業を対象と

して、平成32年度までに策定するよう通知しております。

（２）企業団の状況でございます。

企業団では、平成28年２月に、あるべき将来像を示した、かながわの水道用水供給ビジョン

（平成27年度フォローアップ版）に基づき、経営改革の方向性を定めた経営改革の基本方針、老

朽化、耐震化対策等の工事を定めた事業計画及び財政計画を策定しております。平成29年８月に

は、総務省からこれらの既存計画が経営戦略として認められております。

下に各計画の体系図を示しております。

（３）次期計画の策定。

平成33年度以降の次期ビジョンや経営戦略を含む各種計画の策定にあたっては、将来的にも安

定した用水供給を図るため、人口減少等による料金収入の低迷という厳しい経営環境を踏まえ、

管路更新等の大規模な施設整備への対応、財政基盤の持続を念頭に置き、より戦略的な事業展開

に向けた計画の策定を目指します。

次に、９ページの７ 人事院勧告及び各構成団体の人事委員会勧告の状況についてでございます。

（１）企業職員の給与。

地方公務員の給与につきましては、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤
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務条件を条例で定めることとなっております。

企業団職員の給与につきましては、地方公営企業法に基づき、給与の種類と基準を職員の給与

の種類及び基準に関する条例（給与条例）で定め、金額などの詳細事項は、企業長に委ねられ企

業管理規程で定めております。

（２）企業団の状況でございます。

企業団の給与条例では、職員の給与につきましては、生計費、同一または類似の職種の神奈川

県、横浜市、川崎市及び横須賀市の職員並びに民間企業の従事者の給与、経営の状況その他の事

情を考慮して定めると規定しております。

平成29年度の国、構成団体の人事委員会勧告の状況は、下の表のとおりとなっておりますが、

企業団といたしましては、国、構成団体の改定状況を見定めて慎重に改定の判断をしてまいりた

いと思っております。

説明は以上でございます。

○国吉委員長 佐藤技術部長。

○佐藤技術部長 先ほどお配りいたしました資料について、私からご説明いたします。

台風の通過に伴う施設の被害状況についてという資料をごらんください。

本年10月23日、29日に通過した台風21号及び22号がもたらした降雨は、昨年10月の１カ月間の

雨量に比べまして、約７倍の合計420ミリメートルに達しまして、これによる施設の被害が発生い

たしましたので、ご報告をいたします。

まず、（１）相模原調整池（２）について、ご説明いたします。

ア 施設の概要でございます。

相模原調整池（２）は、相模原浄水場内の敷地にございまして、有効容量４万立方メートルで、

それぞれ２万立方メートルの１号池と２号池で構成されております。

続いて、イ 被害の状況でございます。

１号池は耐震補強工事完了後の附帯工事等を実施するため、池内の水を抜き休止をしておりま

したが、職員が内部を点検したところ、底部の一部の目地が変形し、モルタルが浮いていること

を発見いたしました。

これは１号池内に水が入っていなかったため、多量の降雨により周辺の地下水位が上昇したこ

とで、構造物の一部が変位をしたことが原因と考えられております。

ウ 今後の予定でございます。

地下水の排水を行っておりますが、水位が低下した後、調整池内を乾燥させ調査を実施した上
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で、復旧工事を行うこととしております。なお、このことによります水道用水の供給に影響はご

ざいません。

次に、（２）港北調整池についてご説明いたします。

ア 施設の概要でございます。

横浜市都筑区にある港北調整池は、西長沢浄水場で浄水処理した水を横浜市水道局に供給する

ための池で、有効容量は３万3,600立方メートルでございます。

続いて、イ 被害の状況でございます。

港北調整池は、流量計の更新工事を行うため、やはり池内の水を抜き休止をしておりましたが、

職員が内部を点検したところ、上床版の１カ所から漏水していることを発見いたしました。

これは多量の降雨により調整池上部にたまった雨水が、伸縮目地から調整池の内部に浸入した

ことが原因と考えております。

ウ 今後の予定でございます。

横浜市水道局と調整を行った上で対応方法を決定してまいりたいと考えております。また、こ

のことにつきましても、水道用水の供給に影響はございません。

最後に、（３）上記以外の施設の状況についてでございます。

台風通過後、企業団の全施設の点検を実施し、上記以外の施設では大きな被害がないことを確

認をしております。

以上で私からの説明を終わります。

○国吉委員長 以上で説明が終わりました。

これより、日程第１及び日程第２について、質疑を行います。

質疑のある方は、順次ご発言を願います。

花上委員。

○花上委員 横浜の花上でございます。

私も大分長く水道企業団の議員を遠ざかっておりまして、今浦島のような心境で今お話を伺っ

ておりましたが、初めに吉川企業長にお尋ねしたほうがいいのかと思いますが、決算の今のご説

明を伺って、まずは、かながわの水道用水供給ビジョン、これは10カ年計画ですよね。これに基

づいて新たな事業計画、財政計画というのを５か年計画でつくって、それの具体的な計画に基づ

く事業実施を行ってきたと、こういうことだと思いますが、その初年度に当たる平成28年度の決

算、これを今伺ったところでありますけれども、内容を伺うと、収益的収支の決算状況、この内

容を伺いましたところが、当年度純利益が９億9,605万余円と、こういうことで当初予算で見込ん
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でいた欠損が解消されたと。これは非常にいい決算内容だったと受けとめたわけですけれども、

資本的収支のほうでは、差し引き209億1,439万余円の不足となったと。これについては、損益勘

定留保資金等で補塡しました、こういう決算内容になっているわけですけれども、これは企業長

のお考えでは、この水道企業団のビジョンと、それから事業計画、財政計画、これに基づいて毎

年事業を行ってきたわけですけれども、今年度の決算を終えて、全体的にどのような受けとめ方

をしているのか、財政状況についての認識を伺えればと思いますが。

○国吉委員長 吉川企業長。

○吉川企業長 まず、今年度といいますか、この決算につきましては28年度、５年間のスタート

の年ということで、一番心配しましたのは予算において６億弱の言ってみれば欠損、これを実は

計上しての１年間の、いわば執行でございました。そうした意味では、初年度から、ある意味で

は欠損を組むというのは極めて異例のことかと思ってございます。

したがって、これについては財務課でも十分に状況を収集･把握しながら、それが少なくとも欠

損ではなくて、利益を生むような形、こうしたことに注視をしながらということで、実は取り組

んでまいりました。

おかげさまで、今、委員のご指摘のとおり10億弱の実は利益を生むことができた。これは実は

利益を上げることができたということ以上に、これは財政計画、事業計画、これが全体の中で、

どういう進捗だったかということが極めて重要でございまして、確かに財政的な評価もさること

ながら、事業そのものがどういうように進捗をしたか。これは先ほど報告がありましたように、

事業そのものは極めて順調な形で、つまり計画どおりすることができた。これは私としては一定

の評価をしていきただきたい、と思ってございます。

財政的な面では、ある意味では、28年度は台風等が大きなものがなかった。それから、何とい

ってもいわゆる燃料費、これの下落、これによっていわゆる燃料調整額、これが極めてプラスだ

ったということで、最終的にプラスになりましたけれども、しかしながら、この点につきまして

は、これはプラスになったからよかったということではなくて、やっぱり５年間のスタートとし

て少なくともプラスでスタートができた。これについて評価をすべきかと思ってございます。

いずれにしましても、順調に進んでいるところでご理解をいただければと思ってございます。

○国吉委員長 花上委員。

○花上委員 ありがとうございました。

それで、議案の第５号、利益の処分についてと、こういうことで先ほど提案内容の説明がござ

いました。内容のご説明を伺って、自己資本金への組み入れ、残余については企業債償還の補塡
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財源として減債積立金に積み立てると、こういう提案でありましたが、これについては十分理解

できるなと思いますので、これは私は結構ではないかと思いますが、ただ、今後、個々の財政状

況を見通した中で、28年度、これの利益についての処分は結構ですけれども、29年度以降の企業

団の財政状況、これを見通す中で、予測する中で、今後の利益、今年度のような形で推移してい

くのかどうか、その見通しについて伺いたいということと、併せて、利益が今後発生してくると

いうことになると、現状を踏まえて今後も今回と、今年度と同じような処分というようなことが

考えられるのかどうか、この点も伺えればと思います。

そして、３点目は利益の処分方法として、減債積立金のほか建設改良資金に充てる建設改良積

立金とか、あるいは欠損金の補塡に充てる利益積立金として処分することもできるわけですけれ

ども、そういったことについてのお考えを聞かせていただければと思いますが、平部総務部長が

よろしいですか。

○国吉委員長 平部総務部長。

○平部総務部長 それでは、お答えいたしたいと思います。

まず、平成29年度以降、今年度以降の利益の見込みということでございますが、財政計画を組

んでおりまして、それから28年度の決算が出たと。今年度は当初予算を組んでおりまして、それ

らを踏まえた30年度以降の財政計画の見通しを踏まえますと、毎年度利益は生じてまいるという

ような見通しでございます。財政計画期間は平成32年度までございますけれども、平成32年度ま

では利益が生じるという見通しを今、立てているところでございます。その利益の処分について

でございますが、28年度は減債積立金ということで処分させていただきました。

どうしてそのような処分かということにつきましては、先ほどご説明申し上げたところでござ

いますけれども、28年度末に企業債の残高がまだ1,468億円ございます。その償還が32年度までに

おきましても、150億円以上の毎年度償還が生じるということが見込まれているものでございます。

これは非常に事業を硬直化させる要因となっているかと考えております。

こうしたことから、この財政計画期間中であります平成32年度までにつきましては、この生じ

ました利益については28年度と同じような処分の仕方、すなわち減債積立金として処分させてい

ただいて、その取り崩しを行って企業債の元金償還に充ててまいりたいと考えてございます。

一方、33年度以降につきましては、まだ財政計画を組んでおりませんが、企業債の状況で申し

ますと、平成32年度末には1,000億円の企業債残高を割り込むというような今のところ見通しを立

ててございますので、その結果、償還額も少しずつ減っていくというような状況が見てとれると

いうようになってございます。
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そうしたことから、33年度以降につきましては、今後の財政計画に定めてまいりますけれども、

減債積立金に限らず、委員ご指摘のとおり、更新費用というのがこれから見込まれてございます

ので、それの財源とするための建設改良積立金、あるいはその更新工事を行った後に資産の振替

をして減価償却費が増大いたしますので、それによって損益の悪化も見込まれるということでご

ざいますので、それに備えるための利益積立金というような積立金のバリエーションもございま

すので、そこら辺についても検討してまいりたいと思っている所存でございます。

以上でございます。

○国吉委員長 花上委員。

○花上委員 最後にしますけれども、今ご説明いただいたように、今後の見通し、これにつきま

しては、これまでの財政計画に基づいて毎年事業を実施していくと、こういうことになるわけで、

非常に財政状況が厳しいと言われながらも、水道企業団は頑張ってやっておられるなと、そんな

感想を持ちました。

そこで、吉川企業長に最後にお尋ねしますが、平成32年度までは財政計画では毎年具体的な事

業実施、財政計画を進めていくと、こういうことですけれども、その後の将来計画というのはど

んな構想をお持ちなのか、それについてお聞かせいただければと思います。

○国吉委員長 吉川企業長。

○吉川企業長 先ほど報告しましたように、今の計画は32年度まででございますので、33年度以

降、我々は策定すべく、これから取り組まなければいけないと思ってございます。

大きくは、実は３点あるかと思ってございます。

１つは、なぜ計画を策定する必要があるかという、これは基本的な話でございますけれども、

それこそ先生ご案内のとおり、人口減少社会、これは特に神奈川の場合にはここ２、３年で恐ら

く間違いなくやってくるだろうと、こういったことが推測されている。ある意味では、今までは

上り坂、それが下り坂に入ってくる。特に水需要は減っております。恐らく、もっと減ってくる

だろうと。こうしたところで、まずしっかりとした見通しを立てた上で考えていかなくてはいけ

ない。

もう一方で、先ほどお話がありましたように、いわゆる管路更新、例えば、高度成長期にたく

さんいろいろなものをつくった。それがもう既にかなり老朽化している。それについて、管路を

更新をしなくてはいけない。こういった更新需要が高まっていく。ですから、一方で収入は減り

ながら、もう一方でいわば負担が増える。こういった状況が出てくるわけでございますので、そ

うした意味では、こうしたことをしっかりと予測しながらやらないといけない。



－20－

それから、もう一つは、今回は結果的に見送られていますけれども、水道法の改正がございま

す。この中では、都道府県連携の強化ということと併せて、いわゆる広域連携ですとか、あるい

は官民連携ですとか、こういったことがこれからもっともっと叫ばれていく。そうした意味では、

社会環境は大きく変わってくるのかなと。ですから、そういう環境の変化をきちんと見定めた上

で計画の策定をしながら、そして今お話がありましたように、きちんと収支、こうしたものを均

衡させながら、やっぱり事業としてしっかりシステムをつくっていかなければいけない。そうい

った意味で必要があるんだろうと。

それから、２つ目には、実は内容でございます。どうした内容を含んでいくか。これは今あり

ますのは、実は32年度までのビジョンでございますので、33年度からは何を目指すのか、そのた

めにどう取り組んでいくのか、どうした施策を展開するのか、これが極めて重要でございます。

これについては、これからどうした形でどういうものを目指していくのか、何年ぐらいの計画に

していくのか、10年なのか20年なのか、これはご議論いただきながら、進めてかなければいけな

い。そうした意味でも、この計画についてはどうしたものにするかというのは極めて重要でござ

います。

それから、３つ目にはどういう形で進めていくのか。これは言うまでもなく、我々ももちろん

主体で計画をつくっていかなければいけない立場でございますけれども、やはり有識者、こうい

った方々に意見を聞きながら進めていくことが、極めて重要でございます。今そうした意味では、

どういう方
かた

がいいのかということを意見交換しながら、それをお願いするべく今考えているとこ

ろでございます。そうした、言ってみれば有識者の問題、それから何と言っても構成団体との関

係、さらには、この議会においてもこうした意見について議論いただきたい、お示しいただきた

いと思ってございますので、それに加えて職員参加ということも、我々とすればこれは重要な要

素として今回のその計画の中に考えていきたい。さらには、パブリックコメント。こうしたこと

をやることによって、計画をつくっていきたい。したがって、33年度からでございますので、今

からそういう準備にとりかかり、29、30、31、32年度という形で、今言いましたようにいろいろ

と骨子から、素案から、成案からというような形で取り組んでいくことによって、33年度以降の

計画をつくっていきたい、このように考えてございます。

○花上委員 ありがとうございました。

○国吉委員長 花上委員。

○花上委員 結構です。

○国吉委員長 他にございますでしょうか。
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加納委員。

○加納委員 まず、ご説明ありがとうございました。

まず、私は初めてこの席にこうやって座るものですから、これだけ多くの議案、そして報告、

認定がございますので、なかなか理解するのに非常にハードルが高くて難しいなと思いながら、

事前のご説明やら、それから今日のご説明を聞かせていただきました。

冒頭、本会議場で企業長から今回の提案説明をいただきましたし、この提案説明の中身を見る

と、今、花上委員とのやりとりの問題についても、おおむね理解できるところかなと思うのです

ね。国からの経営戦略についてもしっかりやれよという32年度までの目標でありながら、うちは

早くから策定が済んでしまっているということで、32年度まで出来ているわけですよね。そうい

った部分では国の評価も高いし、ある意味ではそれに従って今進めているということは思うんで

すね。したがって、33年度については確かに非常に興味があると思いますし、大事な観点だと思

うのですけれども、やはりしっかり32年度までの、再度細かなことをしっかり確認しながら、次

につなげていかなければいけないかなと思っていますので、大枠の話とすれば、今、花上委員と

のやりとりで大体私は理解できたかなと。しかも、企業長のこの提案説明も、より明確になって

いますから、よくわかったかなと本当に理解はしています。

したがって、きょういただいた議案関係の右肩の７番、こういった議案第４号、それから報告

第１号、報告第２号、これは事故によってしようがないんでしょうな。わかりました。それから、

右肩の８番のこの決算の概要についても、概ねそうなのだろうなと思います。

それで、一点、この右肩の８番の資料で10ページ。もう少し詳細なことについてということで、

企業長から本会議上で説明いただいて、詳細なことについては関係するメンバーというようなお

話を伺いましたけれども、この10ページの人員の推移のところで、平成24年度から28年度の推移

についてはわかりました。確か、先の委員会もそうなのだけれども、データベース化の問題だと

か、いろんな話を私からもさせていただきました。データベース化するには、することは大事だ

けれども、今までのデータはちゃんと、紙ベースのデータはしっかりとっておいてねとか、それ

から、公文書として保存年月日ということは一方であるだろうけれども、今までの経緯経過の中

で、紙ベース、それから職人気質の、ある意味では職員皆さん方が現場で一生懸命やってきた手

作業のそういったデータもしっかりと保存して、次につなげたほうがいいですよと、いわゆるビ

ッグデータとして、そういうものを使ったほうがいいですよというようなお話をさせていただき

ました。

そこで、この人員の推移について、391名から358名に、ある種、再任用職員を含むけれども、
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減らしてきましたよということはこれでわかるのだけれども、いわゆる先の委員会でも言った技

術職員、現場で本当に今までの知識と経験と、ある意味では危機管理も含めてやってきたこの技

術職員の推移についてはどうなっているのかということだけ、まず教えていただきたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。

○国吉委員長 大江総務課長。

○大江総務課長 今回ここでご説明させていただいております24年度以降の５年間の推移という

中では、上部の数字を見ていただくとおり、減員という状況が続いております。

その中でも、特に減員の多い者というものについては、事務、それから土木職というところが

非常に多く減員となっているところでございます。そうした中で、特に採用面で技術系の職員の

採用というのは、企業団に限らず大変厳しい状況にございます。募集をいたしましても、なかな

か募集で集まらないと。そんな状況の中、可能な限り手を尽くしながら採用を続けておりますけ

れども、やはりここにあります中では技術系の職員についてはやはり厳しく、減員の大きな要因

になっているということはございます。

以上でございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 だから、推移はどうなのか、それは多分わかるのだけれども、具体的に技術職員が

どのぐらい減っているのかとか。じゃ、今のご答弁をいただいたから、減っている中で新しく採

用しようとすると非常に難しいという話だったけれども、現時点で24年から、どれぐらいの技術

職員と言われる新しい人が入ってきたのかというような数字がいただけないかなというご質問な

んです。

○国吉委員長 大江総務課長。

○大江総務課長 失礼いたしました。それでは、数字的なものをちょっと手元にあるものでご説

明させていただきます。

数値といたしましては、常勤職員、それから再任用を含めたものというものでございますけれ

ども、まず事務系の職員につきましては、24年度が90名、それが28年度には73名となってござい

ます。

それと、土木系の職員につきまして、先ほどは減員と申し上げましたが、数値を見ますと24年

度と28年度共に53名と同数の現状でございます。失礼いたしました。

続きまして設備系、これは機械、電気職合わせたものでございますが、24年度、これが205名お

りましたが、現在28年度におきましては187名。こちらの職種が非常に大きな減員となってござい
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ます。

続いて、水質でございますが、24年度が43名で28年度が45名と、こういった状況でございます。

以上でございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 いいですか、喋って。答弁は以上でいいですか。

○大江総務課長 すみません、若干補足させていただきます。

○国吉委員長 大江総務課長。

○大江総務課長 失礼しました。

その中で、若干補足といたしまして併任職員、いわゆる構成団体から併任という形で企業団に

来ていただいている方がおります。そちらは数字を申し上げますと、平成24年度については事務

系で１名、それから26年度で同じく事務系で１名、それから27年度以降は広域水質管理センター

設置をいたしました。その関係で、広域水質管理センターが少し増員になっていますが、事務が

１名と水質のほうで２名、計３名、28年度が水質のほうで３名という併任職員が含まれてござい

ます。

以上でございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 どうもありがとうございました。

それで、企業長、今のような全体的に減っている、減らしているというか、そういう中でやは

り技術系というのは、僕は大変大事だと思っていますね。一方で、その技術系を補塡する形で新

しい機器だとか、新しい物を更新していくということにもなると思うのですね。でも、一方でそ

の新しい物を入れ込もうとすると、またそこにある種、それをきちっと維持管理できる技術系が

いなければいけないということなんですよね。今のようなお話の中で、この技術系の職員をどう

担保していくかということについては、企業長としてはどのようなお考え、今の私とのやりとり

を聞いて所感がいただければと思いますが。

○国吉委員長 吉川企業長。

○吉川企業長 実は人材の確保、それから人材の育成というのは、先ほど私、これからの33年以

降の計画の中でも、もう現時点でも極めて重要な問題だと思っています。とりわけ、高度成長期

で活躍された、いわゆる団塊の世代の方、そういった方が大量に退職する。実はこの企業団も全

く同じ傾向でございまして、ちょうど創成期というのはそういったいわゆる高度成長期にぶつか

ってございますので、そういった言ってみれば経験豊富な、また技術力も豊富な、そういった方
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がどんどん辞めていく。

したがって、今、大江総務課長が話をしたのも、現時点ではそうですけれども、過去の数字を

もっと前から見ていきますと、かなり大幅に減っているという、こういったことがあります。た

だ、これについては、もう一方で行革という観点もあって、やはりなかなか人件費等の関係では、

こうした公共団体、こういった行革というのは一つの大きな課題であって、そういったものを実

現してきた。それは例えば民営化ですとか、あるいはいろいろな、言ってみれば委託ですとか、

そういうことを含めてやってきた。したがって、そういった要素があったということは事実だと

思っています。

ただ、委員ご指摘のとおり、これからまさに管路更新ですとか、そういったことをやらなけれ

ばいけない。そのときにどういう人材が必要かということは今、深刻な課題であると思っていま

すし、それから委託をして、それによって、逆に言うと、技術の方々にとってみますと、委託を

することによって自分たちの技術はそちらに渡してしまう。逆に言えば、自分たちの技術が磨か

れないという要素も実は出てきているという。したがって、何が必要でどのような形でそういう

ものを確保しなきゃいけないかというのは、我々今、大きなテーマとして考えている。

そこで、実は採用に当たっては、もう人を減らすということではなくて、逆に言えば、業務に

合わせて、事業に合わせて、どういう人材の確保が必要かという観点で今取り組んでいるところ

でございます。そういった意味では、今ご指摘の、例えば土木職一つとっていきますと、これか

らまさに管路更新ということでいきますと、そのような職種は必要ですので、これはどうにか今

の現状の中で工夫しながらそういうものを確保していきたい。

それから、あわせて現有の方たちも、例えば、話がありましたように、ビッグデータの問題一

つにしても、やっぱりＩＯＴですとか、ＩＣＴですとか、そういうものに長けていないとできま

せんので、そういう育成も図らなければいけない。そういう意味で、今いる方たちの技術力を高

め育成していくと同時に、そういう必要な人材について確保していきたい、こういうことで臨ん

でいるところでございます。

以上でございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。

それでは、今度は右肩にナンバー９の資料について、時間も気にしながら、若干確認をしてい

ただきます。

このナンバー９の１ページにある（２）洪水警戒体制について、これについては本当に大事だ
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なと思うんですね。そこで教えていただきたいのは、多分ここに書いてある注意警報、横浜地方

気象台からの問題というのもあるだろうし、それから堰への流入量等に応じてと書いてあるのだ

けれども、たしかこの堰への流入についての監視体制、幾つかあると思うのですね。その監視体

制というのは、単純に考えると水位計があったり、それからカメラがあったり、いろいろあると

思うのですけれども、まず監視体制の中で、水位計とカメラが使われているものかどうかという

確認だけさせてください。

○国吉委員長 津田浄水課長。

○津田浄水課長 水位計とカメラが使われているかというご質問かと思いますが、まずここの資

料の１ページにございますように、１ページの表の下のところに、第１警戒体制、第２警戒体制

ということで、毎秒800トン以上等の数字が書かれているかと思いますが、この数字を求めるため

に水位計が使われてございます。あと、カメラにつきましても、堰の上流側と下流側等に設置し

ておりまして、これも堰の監視に使われてございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 企業団として、監視カメラ、それから水位計というのは維持管理している台数とい

うのはどのぐらいのものなのですか。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 監視カメラの件ですが、取水ということでよろしいでしょうか。

まず、飯泉取水管理事務所におきましては、堰の上流側、右岸側、左岸側に２台、それから下

流側にも同じく右岸側、左岸側に２台、そして取水口に１台ということで、計５台の監視カメラ

がございます。

また、社家取水管理事務所におきましては、上流側、下流側ともに右岸側、左岸側に２台ずつ

設置しておりまして、合計８台を管理してございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 このいわゆる大事な水位計、カメラについての老朽化だとか、老朽化に伴う故障だ

とか修理・修繕というようなことというのは、どんな状況になっているのですか。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 企業団では定期的に交換しているのですけれども、現在は汎用品のカメラを使

っておりまして、万が一壊れたような場合も迅速に交換できるというような形でやっております。

ちなみに、カメラですけれども、カメラの交換のスパンは15年で更新していくということでござ

います。
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○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 この15年間の間で、故障修理というのはどのような頻度であるものなのでしょうか。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 具体的な回数というのは手元にございませんが、それほど多く壊れてはおりま

せん。ただ、壊れた例としましては、落雷によって時々壊れてしまうということがございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 ありがとうございました。

時間はちょっと気にしているんで、じゃ、２ページのほうへ行かせてください。

２ページのこの29年度上半期契約状況一覧ということで、特に一般競争入札、件数と契約率は

わかりました。それから、随意契約についてもわかりました。

確か経営戦略の中で、随意契約についてはしっかりと減らしていこうというような答申があり

ますけれども、この随意契約については過去５年間でどのような形で推移しているのかというよ

うな資料をいただければありがたいのですけれども、いかがでしょうか。

○国吉委員長 平部総務部長。

○平部総務部長 資料をご用意させていただきたいと思います。

○加納委員 委員長、できましたら委員会としての資料としてお願いをできないでしょうか。

○国吉委員長 加納委員から資料の要求がありましたが、当局では把握できましたか。

○平部総務部長 はい。

○国吉委員長 把握できたということであります。

加納委員から要求のありました資料につきまして、本委員会として資料要求することにご異議

ありませんか。

          （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○国吉委員長 ないということであります。そのように決定いたしました。

当局におかれましては、作成次第、本職宛て提出願います。

加納委員。

○加納委員 ありがとうございました。

それから、４ページ、５ページの件について質問させていただきます。

先の８月３日に、我々県内調査に行かせていただきました。そのとき、最終のところで委員長

の仕切りもありまして、大変短い時間の中で、この事故について報告をいただきました。その時、

私と、確か、かわの委員の２人で幾つか質問させていただきました。私の質問の中身について、
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事前にどのような形で質問をしているか、議事録というような形で事前にいただきました。

それで、私のほうからは、１つは７月16日とそれから３日後の19日は、いわゆる損傷したと。

その後、７月29日にあるということで、非常にこの間、８月３日まで我々に対しての説明が遅か

ったんじゃないのですかというような話と、なぜこういう県内調査の最後のところで突如出てき

たのかと。しかも非常に時間のない中での報告だったということから、そこで質問させていただ

いて、いわゆるその報告のシステムというのはどのようなシステムになっているのか、こういっ

た緊急の場合。そのシステムというのは我々のような委員への報告の流れだとか、それからいわ

ゆる横浜市や川崎市や県やそういったところへの報告の流れだとか、どこまでが報告をしなきゃ

いけないのか、どこの時点ですべきなのかというような、こういった場合は緊急なシステムが出

来ていないんじゃないですか。出来ていないならば、しっかりつくっていただきたいと、そのこ

とをしっかりと改めてご報告をいただきたいと、こんなお願いをしました。

そして、きょうのこの４ページ、５ページのご説明はわかったのですけれども、今後再発防止

云々と、これはわかるのだけれども、そのシステムについて何も書かれていない。どういう形で

今後こういった場合に関係者に報告をするのか、どの時点なのか、どういう形で物事を進めてい

くのかということについて、８月３日にお願いした件についてのご報告をお願いをする。いかが

でしょうか。

○国吉委員長 吉川企業長。

○吉川企業長 実は、この件に限らず、どういった場合に議員の先生方のほうに情報提供するか、

そしてまた、場合によっては、内容によっては記者発表ということにつきましては、先だって

個々の先生方に内部の方針として、いわゆる対応方針という形で提示をさせていただきました。

それはあくまでも内部としての取り扱いということで、実はいわば内規でございます。それにつ

いて決定をさせていただいて、それで情報提供させていただいたつもりでございます。もし仮に

今日、こういった形で提供するということであれば、資料要求していただければ提供させていた

だきたいと思ってございます。

あくまでもこのポンプ場の事故の関係と今の関係とは直接には、一般的な話としてどういうよ

なことであれば、いわば情報提供するかということの問題でございますので、これは切り離して

実は整理させていただきましたから、これとの関係ではそういう形の整理はしてございませんけ

れども、あくまでも先だっては内部方針としてつくらせていただきましたので、これは我々とし

ては１つの仕組みだというふうに思ってございますので、それはご理解いただきたいと思ってご

ざいます。
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○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 それでは、内部的なそういったものがもしあるならば、ご提出いただけるのであれ

ば、できましたら資料としていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○国吉委員長 ただいま加納委員から資料の要求がありましたが、当局では把握できましたか。

○平部総務部長 はい、把握いたしました。

○国吉委員長 加納委員から要求のありました資料につきまして、委員会としてということであ

りますので、本委員会として資料要求することにご異議ございませんか。

          （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○国吉委員長 よろしいですか。

ご異議がないと認め、そのように決定いたしました。

当局におかれましては、作成次第、本職宛て提出願います。

加納委員。

○加納委員 それでは、これについては最後にします。

確か、これはある大手メーカーのものですよね。これは確か国土交通省を気にされて、国土交

通省にも報告を多分皆さん方はしていると思うのですね。国土交通省にどのような報告があって、

国土交通省からどのような指示があって、それが今後、当企業団だけの話なのか、国全体への流

れの話なのか、その辺のことについてお伺いします。

○国吉委員長 村山課長。

○村山浄水課担当課長 国のほう、一番気にしているというのが国交省ではなく厚労省のほうが

かなり気にしているということで、今、厚労省のほうで８月31日に報告で、その後９月８日に中

間報告で、最終的に原因と具体的方針はメーカーのほうから出た段階の10月31日にそれぞれ報告

をしております。厚労省のほうは再発防止の注意喚起等、全国の水道事業体に向けて通知をする

というようなことで検討をしているということで、それについて今、うちのほうから情報を挙げ

たものについて検討しているという次第でございます。

以上であります。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 そうしたら、厚労省でしたね。厚労省はどのような発信をしたのか、うちの報告を

踏まえて。また、それがわかった時点で我々のほうにも具体的に報告をいただきたいと思うので

すけれども、いかがでしょうか。

○国吉委員長 村山課長。
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○村山浄水課担当課長 一応、厚労省のほうからも然るべき形で報告が決まったら、こちらに報

告が上がりますので、それにつきましては、然るべき対応をとりまして、ご報告をさせていただ

きたいと思います。

以上でございます。

○加納委員 委員長、じゃ、またその報告をいただいてから、もう少し踏み込んだ形の議論をさ

せていただければと思います。

次に、多分この後かわのさんのほうからまた質問が来るかと思いますけれども、かわのさんの

件については私も質問しないで、置いておきます。

８ページにつきまして、経営戦略について。これも先ほど花上委員とのやりとりの中で出てき

ましたけれども、33年度以降の次期ビジョンについては、この程度なのかなと思いますけれども、

しっかり人材のことについては、より鮮明に謳っていただきたいなというふうに要望だけしてお

きます。

続きまして、今日いただきました台風通過に伴う施設の被害状況についてということで、お聞

きします。

この（１）の相模原調整池（２）についてということで、ご説明いただきましたけれども、素

人的に、この池の中の水を抜いていましたよと、そのためにこうなってしまいましたというよう

に聞こえてならないのですけれども、これはおのずと耐震補強工事をして、附帯工事等を実施す

るために、おのずとこれは抜くのでしょうね、多分ね。これが多分、通常の手法だと思うのです

けれども、よく台風が来るというのは、ある時期からわかるじゃないですか。その場合、その抜

いていることに伴う今回このような幾つか事故というか、事案が出ましたけれども、こういうこ

とって想定はされないですか。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 ご指摘のとおり、台風により降雨ということは予見しておったのですけれども、

今回の降雨につきましては、例年にない10月下旬の２つ連続した台風ということで、しかも短期

間に400ミリを超える雨だったということで、降雨があることはわかったのですけれども、このよ

うな状況になるということにつきましては、ちょっと予想がつかなったということでございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 多分、時間も先ほども言って気にしているので、池の中の水を抜くというのは多分

通常の手順なのでしょう。しかし、台風が来るのだから、どこの家でも、どこの企業でも、どこ

の工事現場でも、それに伴う対応は本来すべきじゃないですか。ということは、今まで、いまだ
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かつてこういうことの事故がなかったということなのですか。なかったから、例えば、この対応

ができなかったのか、いや、調べてみたらこういうことで起きた事例は確かにあったなと、本企

業団だけじゃなくても、あったのだと。だって大変なライフラインの問題だから、あったのだと。

でも、それを今のご答弁のように、急なことでということでできなかったのか、どっちなのです

か。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 まず、かつてあったのかということでございますが、平成27年９月ですが、相

模原浄水場の浄水池の耐震補強工事におきまして、やはり池の水を抜き、空の状態にして工事を

していた際に、ご存じのように鬼怒川が決壊した台風が来たことがあるのですけれども、このと

きの大雨の影響でやはり周辺の地下水位が上昇しまして、構造物の一部に変形が生じたことがご

ざいました。このことがあったのですけれども、やはり先ほど申し上げたとおり、この間、工事

が始まってから水位の監視等はしておったのですけれども、監視している間は降雨が、１年ぐら

い監視したんですけれども、１年間の監視の中で100ミリを超える雨が４回ほどありまして、その

うち１回は200ミリを超える雨だったということだったのですが、監視の結果では、今回浮上しま

した調整池からでは水位が10センチ程度しか上がらなかったということで、ここは上がらないだ

ろうという想定があったということ。それが１つと、あとは先ほど申したとおり、予測を超える

雨だったということで、想定することができなかったことでございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 今の27年度で本企業団の中での話でしょう。だから、そう考えると明らかに、言い

たくはないけれども、ミステイクじゃないの。人為的なという言い方はしちゃいけないかもしれ

ないけれども、いわゆるある事例があって、それも、しかも当企業団の中で事例があって、その

中で大変ご苦労を皆さんはされたわけですよね。それを１つの事例を通して情報を共有化して、

その上で再発を予防するという手法を我々は組んできたわけですよね。そのためには、そのとき

も多分、僕はその27年度のことについては調査もしていないし、そのときにどういう調査結果だ

とか、その調査結果報告も見ていないし、また、ご説明もいただいてないので、深いやりとりは

できないのだけれども、でも、おのずとこれだけの問題だとすれば、新聞報道も含めて、27年度

のことを皆さん方は専門家として非常に調べて、周知徹底して、再発予防をどうするか、逆にや

ったと思いますよ。

その上で、今の工事の仕方だとか、何かの場合どうするかということっておのずとあったはず

で、現物の資料を見ていないので、しかも説明を聞いてないから、こういう言い方で恐縮なんだ
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けれども、その上でこのような本来その事例、事故を教訓とすれば、もう一つ違った緊張感とい

うか、危機管理、そういったことがあってしかるべきだったのではないかなと思うのですね。そ

のことについて、いかがでしょうか。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 ご指摘のとおりですが、今回２件起きてしまいましたので、このことを教訓と

しまして、今後の各調整池の基礎構造ですとか、そういったことをとりまとめまして、地下水の

影響を受ける可能性のあります調整池等について議論をしまして、調整池内の水を抜く作業に当

たっての注意喚起の通知等を出すようなことをしっかりと検討していきたいと考えております。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 併せて、今後の予定で、（１）もそうだし（２）もそうなんだけれども、この費用、

それから工事期間というのはどれぐらいかかるものかという質問をした場合に、お答えはどうな

りますか。

○国吉委員長 津田課長。

○津田浄水課長 まず、調整池（２）なのですけれども、現在、調整池内の再計量を実施したと

ころですけれども、まず期間なのですけれども、測量とその中の調査、そういったものは年内い

っぱいぐらいかかる見通しでございます。

費用につきましてですけれども、この調査の結果を受けまして、施工の範囲ですとか施工の方

法等を検討しまして、それが決まってから算出するということになっております。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 じゃ、最後です。

この台風通過に伴う施設の被害状況についてのご説明で、今のやりとりを聞いていて、特に27

年度のその事故の教訓が私からすると、詳しい資料がないから、見てもいないし、説明を聞いて

いないから、ただ、今のやりとりの中で、活かされていないんだなという認識なんです。そのこ

とについて企業長のご所見を伺いたい。

○国吉委員長 吉川企業長。

○吉川企業長 私自身、今の27年度のことにつきましても、それから今回のことにつきましても、

同じ浄水場での事故だということで、ここはかなり重く受けとめているつもりでございます。

ただ、実は27年のときには工事期間中の事故でございまして、ある意味では、その工事の中で

対応できたということがあって、恐らく、細かく言えば、そういった事故の程度もあったと思い

ますけれども、その中で、言ってみれば修理じゃないですけれども、出来たということもあって、
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どこまでそこを受けとめたかというところは、今反省をしなきゃいけない点ではあったかなと思

ってございます。

ただ、今回、今たまたま21号と22号の台風の話をさせていただきましたけれども、いずれにし

ても、ちょうどこの21号と22号が連続して来たという。それで、委員ご案内のとおり、そもそも

台風につきましても、いわばかなり迷走ではないのですが、いつどういう形で来るところという

のは、かなり予測というのはできたかという話になりますと、これによる被害はここだけはでは

なくかなりあったのかなと。したがって、もう少しきちんと内容を見た上で、特に今、話がここ

にありますように、工事についてもどういう形で、要するに状況がどうかということがまだ的確

に把握されていませんので、水を抜いた上でないと把握できないということがあって、その上で

この工事の中身と、それから原因とを明確にしながら、そして21号と22号のときに実は水を抜い

たり入れたりということがあったものですから、そういうことも含めて、きちんとそこのところ

は原因については把握していきたい。その上で、どういったことを考えなければいけないかとい

うことについては検討していきたい。ただ、あくまでもこれというのは当然、雨が降って水が入

れば物が浮くというのは、ある種その技術の方
かた

じゃなくても我々も想定できますので、そうした

視点も含めて、これからのことはどういうふうな形でこれを対応しなくてはいけないか、これは

今後の問題ですけれども、それを含めて検討していきたい、このように考えてございます。

○国吉委員長 加納委員。

○加納委員 そうしたら、ぜひ企業長のおっしゃるように、しっかり検討していただきたい。今

後のこともありますから、したがって、我々が委員会構成のメンバーのうちに、今言った27年度

の事案についてと、それから今回の件について整理整頓していただいて、今後の対策も含めての

報告をいただければありがたいと思います。

これも、できましたら、常任委員会の資料としてお願いできないかなと思うんですけれども、

委員長、いかがでしょうか。

○国吉委員長 本議会でということですか。

○加納委員 そうしたら、27年度の事案については24日がございますよね、委員会がね。そのと

きの委員会資料として27年度がどうだったのか、そのときどのような情報共有をして、どのよう

な対策を考えたのかということだけ、まず24日、11月のこの委員会の中でご報告を願いたいとい

うのが１点。そこについての資料要求をさせていただきます。

○国吉委員長 その１点だけでよろしいですか。

○加納委員 まず。
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○国吉委員長 まずはじゃなくて、それでよろしいですか。はっきりしてください。

○加納委員 まずはそれで結構です。

それと、もう一つは私どもの委員会構成の中で、企業長がそれを踏まえて今回の台風の件で今

後どうするかということがはっきりわかったら、構成委員の間に報告をいただきたいという件で

す。

○国吉委員長 それは質疑の中でできることでもありますね。資料要求というのはどういうこと

ですか。２点目をもうちょっと具体的に言っていただきたい。

○加納委員 資料要求は、次の委員会は24日にあるかと思うんですけれども、そのときに27年度

のその事故の概要、事故のね。どういう事故だったのか、そして、その事故に伴って、どのよう

な再発予防を企業団として考えられたのかという27年度の事案、事故についての資料をいただけ

ないのかというのが１点です。

○国吉委員長 それでよろしいですか。

○加納委員 そのつもりです。

○国吉委員長 よろしいですね。

○加納委員 はい、それは結構です。

○国吉委員長 加納委員から資料の要求が２点ほどありましたけれども、当局にて把握できます

か。24日ということで、その日程についてのお話がありました。27年度、２点だけ。はっきり言

ってください。できるか、できないか。

○佐藤技術部長 すみません、もう一度復唱させていただきますと、次回の11月24日の常任委員

会において、平成27年度に相模原浄水場の浄水池で、今回の調整池（２）に同様の事故があった

ことについての報告と、そのときの再発防止策について資料を提出するということについては可

能ですので、調整させていただきたいと思います。

○国吉委員長 よろしいですか。

○加納委員 それは結構です。

○国吉委員長 それでは、もう一度確認をします。

加納委員から要求のありました、ただいまご発言があった資料につきまして、本委員会として

資料要求することに委員の皆さん、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○国吉委員長 よろしいですか。

ご異議がないということであります。そのように決定させていただきます。
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当局におかれましては、作成次第、本職宛て提出願います。

加納委員。

○加納委員 それで、もう１点は、先ほど27年度を踏まえて、今回の議論も踏まえながら、企業

長がお出しされた、しっかりと今後の対策を含めて請求してまいりますという趣旨の話がありま

したので、それについては我々の委員会構成の中でご報告いただけないかなということのご要望

です。いかがでしょう。

○国吉委員長 要望として受けとめます。

○加納委員 ありがとうございます。

○国吉委員長 これからの質疑ですけれども、他の委員の質疑もありますので、当局も含めて簡

潔にお願いします。

かわの委員。

○かわの委員 それでは、簡潔に質問させていきたいと思います。

報告第１号と報告第２号等からの業務状況関係に関係するのですが、相模原ポンプ場導水ポン

プ故障に伴う事故対応を先ほどご説明いただきました。９月まではご説明をいただいていたので

すが、先ほどの資料訂正で、調査チームによる検討が６回されたということで、３回目までは聞

いておるのですが、６回されて、今回報告があったということでございますが、この５ページの

ところで、この調査をした結果としては、このご報告を聞く限りはこの原因はメーカー側にある

と理解をいたしますが、これはいかがなのでしょうか。

○国吉委員長 村山課長。

○村山浄水課担当課長 今回の原因につきましては、メーカーのほうが認めて、メーカー側のほ

うの責任ということでございます。

以上であります。

○国吉委員長 かわの委員。

○かわの委員 ということは、この５ページの最後の、今後は再発防止に努めるとともに故障に

関する費用等の負担について製造メーカーと協議を進めますという書き方なんですが、これは請

求をしていくと、また、メーカーも支払うつもりでいるという理解でよろしいのでしょうか。

○国吉委員長 大江総務課長。

○大江総務課長 今、委員からご質問ございましたとおり、メーカーさんの最終報告というのは

11月６日にございまして、その中では導水ポンプに使用した材質、それからヒューズの容量、こ

ういった選定に誤りがあった。ある意味、メーカー側の瑕疵が載った最終報告書が提出されてお
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ります。

そんな中で、当企業団はこの内容を承知をいたしまして、協議をいたしまして、今後の取り扱

いという部分については費用負担の請求範囲、こちらにつきまして顧問弁護士に相談をいたしま

して、その範囲の中でしっかりと協議していきたいということでございますので、損害等含めて

これから請求をしてまいりたいと考えてございます。

○国吉委員長 かわの委員。

○かわの委員 報告第１号では、実際に3,370万近くの金額が、支払って発生をしているという事

実がございます。この報告、専決処分を承認するかどうかということも関わってくるかと思うん

ですけれども、メーカーに原因があって企業団で負担しなきゃいけないのかという意味で聞いて

いるわけもあるのですけれども、当然それに伴って報告第２号の関係もあるし、逆に報告第２号、

これは契約そのものを何で１回キャンセルしなければいけないのかなと、12月までの工期であり

ながら、今はまだ11月だと、工期の延長だとか変更だとか、いろいろなやり方が専決しなくても、

今回の議会、委員会の中でも報告なり協議なりするというやり方もあったのではないのかな。そ

んなこともある中で、簡潔に聞いたわけなのですけれども、それも含めて今後のこの費用の請求

について、範囲は顧問弁護士とこれから相談するということですけれども、もう発生してから何

カ月もたっておりますので、そこら辺の考え方というか、企業団の対応をもう一度お聞かせいた

だけますでしょうでしょうか。

○国吉委員長 大江課長。

○大江総務課長 はい、承知しました。

今申し上げましたアスベストのほうの費用、これは3,300万程度かかってございますけれども、

こういった支払いにつきましては、当業者についてこれから協議を進める中では、早期にやはり

お支払いすべきもの、また、契約条項においてそういったものを支払うべきものという定めがご

ざいますので、まずは一時的には支払うべきものと企業団は考えてございます。

そうした中で、それに対する請求範囲という中で、これも当たるものかどうか。もちろん、そ

ういったことを弁護士と相談していかなければならないかなと思いますが、それら諸々、人件費

含めて、これから総額的なものを積算をいたしまして協議を進めてまいりたい、そういうもので

ございます。

以上でございます。

○国吉委員長 かわの委員。

○かわの委員 これ以上やりとりしても同じ９月のお話のようでございますので。ただ、この話
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は実際3,300万円も支払っている。先ほどのほかの委員のご答弁の中でも、企業長も今後の33年度

以降の財政計画を見ても厳しいものもあるという中で、3,300万という金額は２万、３万と違う単

位だなということがありますので、しっかりとこれはメーカーに請求していくという覚悟で交渉

するというか、裁判を起こしてでもきちっと払ってもらうんだというくらいな意気込みでぜひ取

り組んでいただきたいと思いますけれども、企業長いかがですか。

○国吉委員長 吉川企業長。

○吉川企業長 実は、まず基本的なところで言いますと、少なくともポンプの電動機の故障によ

って、例えば直接的被害ということで言いますと、故障した費用についてどうか。それから、そ

のときの対応で職員がそれを従事したとか、あるいは別の方にそういった委託をしたとかという

ことを含めて、そこについての損害の範囲というのはどうかというところについては、今、内容

を精査していますので、それをまず確定をしないと請求できない。ただ単に請求すればいいとい

うことではなくて、やはりそこはお金の問題ですので、きちっと積み上げていかないといけない。

したがって、その作業をやっているという意味で、協議というのはあくまでもそれについて相手

方の理解をしていただかないといけないものですから、そういう意味で今、協議をしていると。

ただ、もう一方の天井のアスベストの除去については、これは直接には、確かに故障が原因で

撤去したとあるのですが、直接的な因果関係というのは極めて難しいのではないか。これは実は

我々もいろいろ対応するときには、顧問弁護士に相談をしながらやってございます。そうした意

味では、相当因果関係論から言うと、この問題はちょっと別だろうと。あくまでも、たまたまそ

の工事をやっていたために、確かに撤去のための費用が損害額としては企業団としては発生して

いますけれども、では、その電動機の事故によってそうしたものを予見できたかということにな

ってきますと、ここはかなり弁護士は否定的です。したがって、今、かわの先生がおっしゃって

いただいた、どこまで裁判でやるかというのは、これはやはりそういった専門家の意見を聞きな

がら我々としては対応していきたいと思ってございますので、それははっきり言ってしまいます

と、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな形での、少なくとも請求はできない。やはり公共団体でご

ざいますので、我々とすればしっかりした理論武装した上でないと請求できませんので、そこは

顧問弁護士とよく調整しながらさせていただきたい、このように思ってございます。

○国吉委員長 かわの委員。

○かわの委員 弁護士とよく調整をしていただきたいと思います。

ちなみに、こういう費用というのは企業団さんとして、何か損害賠償保険といいますか、何か

そういうのを掛けているのですか、それとも丸々利益の中からこれは支払われるようになるので
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しょうか、もしメーカーが払わないとなったら。そこだけ最後にお聞かせください。

○国吉委員長 平部総務部長。

○平部総務部長 今の天井材の撤去のほうについては、特に賠償保険というようなもので保証さ

れるものはございません。

○国吉委員長 かわの委員。

○かわの委員 わかりました。結構です。

○国吉委員長 よろしいですか。他にいかがでしょうか。

古川委員。

○古川委員 もう時間もあれですから、１点だけですね。

この業務状況関係の資料の７ページ、これはサービス会社のあり方等に関する答申を踏まえた

取り組みについてでございますけれども、この（２）の丹沢荘のあり方、このことについて幾つ

かお伺いしたいと思います。

この答申文の提案内容に、提案１、２、３とあるわけですけれども、まず確認なんですが、こ

の提案１及び２については丹沢荘の当面の経営改善に関するものということで、また、提案３に

ついては丹沢荘そのものの譲渡に関するもの、こういうことでよろしいでしょうか。

○国吉委員長 冨安政策調整担当課長。

○冨安政策調整担当課長 そのとおりでございます。

○国吉委員長 古川委員。

○古川委員 それでは、まずこの提案１及び２を受けて、ここにもありますけれども、地域振興

の取り組みや丹沢荘の料金の値上げなどを行ったということでありますけれども、この現時点に

おける成果はどのようになっているのかお伺いします。

○国吉委員長 冨安課長。

○冨安政策調整担当課長 先ほどの説明にもございましたとおり、答申の提案１、そして２に基

づきまして、地元関係者と連携した取り組み、また、丹沢荘につきましては経営改善に向けて料

金の値上げ、こういったことを取り組んでまいりました。しかしながら、宿泊者数の増というも

のにはつながっておりませんので、結果として丹沢荘の経営改善にはつながっていないという状

況でございます。

具体的に申し上げますと、６月の料金改定、これは６月１日から丹沢荘は料金改定をしており

ますけれども、この改定後の４カ月を前年度の同時期と比べますと、宿泊者数については最大で

３割の減少で、売り上げについても最大で２割の減少ということで、昨年度よりもさらに厳しい
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経営状況に追い込まれているということがわかります。

丹沢荘のこうした状況を踏まえますと、29年度の決算につきましても、創設以来26年度で決算

が初めて赤字になっていますけれども、26年度から４年連続の赤字を計上する、こういった見込

みをしております。

○国吉委員長 古川委員。

○古川委員 この丹沢荘の経営状況というのは、今ご答弁いただきましたけれども、大変厳しい

ということでありますけれども、このまま丹沢荘を維持し続けた場合、今後の企業団の経営にど

のような影響が出てくると考えられるのか、お伺いしたいと思います。

○国吉委員長 冨安課長。

○冨安政策調整担当課長 丹沢荘の経営が赤字が続く中で、一番考えなければならないのが老朽

化にどのように対応していくかということになります。丹沢荘は昭和55年、ダムの開発に伴って

55年から営業を開始しておりますけれども、40年が経ちます。この間企業団も、土地も建物も企

業団の施設になりますので、水道施設と同様に計画的に維持補修を行ってまいりました。しかし

ながら、今後かなりの大規模な改修というのが見込まれております。

一方で、先ほど企業長からの答弁にありましたとおり、企業団としては本業であります水道用

水供給業務、これに関して限られた財源の中で管路等の大規模更新、また耐震化、そして老朽化

対策に限られた財源というのを費やしていかなければならないということになりますので、水源

地対策といった過去の歴史的な経緯というものも一方であるのですけれども、こういったことに

貴重な財源を振り向けていくということはかなり難しいのではないかと考えてございます。

○国吉委員長 古川委員。

○古川委員 そこで、この提案３ではこうした経営手法や投資能力のある者に譲渡するという提

案でありまして、この答申を地元関係者にも説明したと伺っておりますけれども、地元の反応は

どのような反応だったのか、お伺いします。

○国吉委員長 冨安課長。

○冨安政策調整担当課長 答申は今年の３月31日に受けました。これ以降、吉川企業長か私で水

道地権者の代表者、そして山北町の町長、山北町観光協会、丹沢荘が所在する地元の方々への説

明というのを行っております。この説明に当たりましては、答申の提案１から３の内容、そして

提案３を受けました丹沢荘を譲渡していくという企業団のその考え方についてご説明をしたとこ

ろです。皆様方、企業団の考え方については一定のご理解をいただけたと考えております。

○国吉委員長 古川委員。


